
      
 
 

 

 公 告 公 告
 

◎九州旅客鉄道株式会社公告第 8号◎九州旅客鉄道株式会社公告第 8号

  ＩＣカード乗⾞券取扱規則（2009年２⽉九州旅客鉄道株式会社公告第11号）の⼀部を次のように改正し、2018年９⽉
10⽇から施⾏します。

平成30年9⽉10⽇

九州旅客鉄道株式会社            
  代表取締役社⻑ ⻘柳  俊彦

 第11条を次のように改める。
 （ＳＵＧＯＣＡの失効）
 第11条 ＳＵＧＯＣＡの発売若しくはＩＣカードの交換、ＳＦの使⽤、ＳＦのチャージ⼜はＳＵＧＯＣＡ定期券の発

売、払いもどし若しくは更新のいずれかの取扱いを⾏った⽇の翌⽇を起算⽇として、10年間これらの取扱いが⾏われ
ない場合には、当該ＳＵＧＯＣＡに係る利⽤者の権利は失効します。ただし、当社が特に認めた場合は、失効しない
ものとします。

 
 別表第４を次のように改める。
 別表第４（第38条）ＳＵＧＯＣＡ定期券購⼊申込書
 (1) 定期乗⾞券・ＳＵＧＯＣＡ定期券購⼊申込書
 

備考 この様式は、必要に応じ、変更することがあります。
 
(2) 通学証明書兼通学定期券・ＳＵＧＯＣＡ通学定期券購⼊申込書
            （表）

 
            （裏）

備考 この様式は、必要に応じ、変更することがあります。

 
 


